
 
 
 
 
 

５ 決算審査等 

知事からの審査依頼に基づき、決算等について審査しています。 

 

１ 決算審査 

決算の数値が正しいか、予算の執行が適正で効率的に行われているかなどを審査しました。 

○ 各会計歳入歳出決算審査  

 

 
 
 
 
 

 

● 「財産に関する調書」の誤り 

財産種別 登載状況 件数等 

土 地 過大登載 １，８８４．７０ ｍ2 

建 物 過大登載 ３５．９６ ｍ2 

動 産 過大登載 ４２ 個  

無体財産権 過大登載 １ 件  

出資による権利 
過大登載 

登載漏れ 

１１億８，１３２万１，７５２ 円  

１億２，０００万０，０００ 円  

物 品 
過大登載 

登載漏れ 

３ 点  

１ 点  

債 権 計上漏れ １，０７２万３，２００ 円  

 

 

・決算計数は誤りのないことが認められました。 

・「財産に関する調書」の一部に誤りが認められました。 

 

平成２５年度東京都一般会計及び１５の特別会計 

審査の結果 

審査の対象 

１２ 

決算書（左）と決算附属書類（右） 

各種監査について 



 

 

 

○ 公営企業各会計決算審査 

 

２ 基金運用状況審査 

定額の資金を運用するため設置されている基金について、１年間の運用状況を示す調書が 

   正しく作成されているか審査しました。 

 

３ 健全化判断比率審査・資金不足比率審査 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、財政状況を表す指標について、算 

定が正しく行われているか審査しました。 

 ○健全化判断比率                        ○資金不足比率 

 
実質赤字 

比率 

連結実質 

赤字比率 

実質公債費 

比率 

将来負担 

比率 
  

資金不足比率 

（１２会計とも） 

算定結果 
― 

（赤字なし） 

― 

（赤字なし） 
0.6% 73.2%  算定結果 

― 

（資金不足なし） 

早期健全化
基準 

5.74% 10.74% 25.0% 400.0%  
経営健全化 

基準 
20.0% 

 

 

審査の対象 平成２５年度東京都公営企業各会計（１１会計） 

審査の結果 審査に付された決算諸表は、各会計の経営成績及び財政状態を適正に表示

していると認められました。 

審査の対象 東京都区市町村振興基金、東京都用品調達基金 

審査の結果  計数に誤りのないことが認められました。 

審査の対象 平成２５年度健全化判断比率、平成２５年度資金不足比率（１２会計） 

各比率は以下のとおりとなっており、算定に誤りのないものと認められま

した。 

審査の結果 

１３ 

※ 早期健全化基準・経営健全化基準 

地方公共団体等の財政の状況が改善努力を要するかどうかを判断する基準。 

算定結果の値がこの基準値以上の場合には、法により健全化計画を策定し、財政の健全化に努める

ことが求められます。 
 

各種監査について  


